　　　　令和８年度起業家による空き家活用事業申請に必要な書類
◎申請にあたり、注意事項を必読の上、下記の書類提出をお願いします。提出いただいた申請書及び関係書類は、採択の可否に関わらず返却しませんので、ご了承願います。
＜郵送で提出する場合の注意事項＞
※　ステープル留めやファイリングをせずに、クリップ留めにしてください。
※　審査にあたり白黒でコピーを取りますので、資料については白黒でも判別できるものとしてください。
	NO
	必要書類
	部　数
	ﾁｪｯｸ欄

	1
	○　申請書（指定様式、全ページ）
	１部
	

	2
	〇　誓約書（指定様式）
	１部
	

	3
	○　会社概要　※　法人のみ
	１部
	

	4
	○　直近２期分の確定申告書（都内税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの）等
(１)　法人（収益事業を行っている特定非営利活動法人を含む）の場合
法人税の確定申告書等（申告書別表一～十六、決算報告書、法人事業概況説明書、科目内訳書）
(２)　収益事業を行っていない特定非営利活動法人の場合
事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書（活動計算書）、役員名簿）
(３)　個人事業主の場合
所得税の確定申告書等
白色申告実施の場合：確定申告書Ｂ第一表、同第二表及び収支内訳書
青色申告実施の場合：確定申告書Ｂ第一表、同第二表、青色申告決算書
（上限１０万円の控除にて申告の場合は、同決算書のうち、貸借対照表の提出は不要）

※　確定申告書等の提出が不要：

・申請時点で１期目の法人・個人事業主
・申請時点で確定申告・所轄庁への事業報告書等提出が済んでいない２期目の法人

※　直近１期分の確定申告書等又は事業報告書等のみ提出すればよい方
　・申請時点で１期目の確定申告又は所轄庁への事業報告書提出が済んでいる、２期目の法人又は個人事業主
	１部
	

	5
	○　法人：登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（申請時点で発行後３か月以内となるもの）
個人事業主：開業届
上記にあわせて提出が必要な書類

(１)　休業期間のある法人：税務署に提出した休業期間が分かる異動届出書

(２)　納税地が開業の届出を行ったときから変更した個人事業主

直近の所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

(３)　納税地・主たる事業所のが開業の届出を行ったときから移転した個人事業主

直近の所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

(４)　休業期間のある個人事業主：税務署に休業である旨を記載して提出した確定申告書
	１部
	

	6
	○　法人：定款、設立趣意書
定款変更したことがある場合、株主総会議事録の写しを併せて提出
	１部
	

	7
	○　本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（写真付、ただし、個人番号記載部分は必ず黒塗りにすること）、在留カード等のいずれか１つを送付）
	１部
	

	8
	〇　事業用として空き家を使用することに対しての所有者からの承諾書（指定様式）
	１部
	

	9
	〇　所有する戸建て住宅の状況について（指定様式）
	１部
	

	10
	〇　活用する空き家の建物及び土地の登記簿謄本（全部事項証明書）※　発行後３か月以内のもの
	１部
	

	11
	○　印鑑証明書（申請時点で発行後３か月以内となるもの）
	１部
	

	12
	○　申請時点における直近（納付時期終了後）の納税証明書等
(１)　法人（収益事業を行う特定非営利活動法人を含む）の場合
都（道府県）発行の「法人事業税及び法人都（道府県）民税の納税証明書」
※　申請時点で決算期到来直後のため、証明書発行不可の場合、直前に到来した決算期の１期前の納税証明書を提出

(２)　収益事業を行わない特定非営利活動法人の場合
　　　　法人都民税（均等割）免除申請書
(３)　個人事業税を納税している個人事業主の場合
都（道府県）発行の「個人事業税納税証明書」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」
　　　※　申請時点の１か年前の年次に事業を開始した個人事業主は区市町村発行の「住民税納税証明書」のみで可
　(４)　個人事業税の納税額が生じていない個人事業主
　　　  区市町村発行の「住民税納税証明書」
　　　※　住民税非課税の場合、区市町村発行の「住民税非課税証明書」又は「住民税課税証明書」を提出
	１部
	


